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開設日 対象地区 会場

２月 18 日㈬
棟畑、屋代中村、奥村、石原、
樫原、自光寺、神領、中、原、
田中

大島庁舎
（３階会議室）

２月 19 日㈭
川地、羽越、石小田、先小田、
中小田、和田

２月 20 日㈮

銅、郷の坪、徳神、吉井、上砂田、
砂田、下砂田、吉兼、上北迫、
下北迫、東北迫、屋代中田、
（上・中・下）片山、宮の下、
北石、沖石

２月 24 日㈫
寺家、東畑、西畑、小平、
小山田北、小山田南

蒲野農村環境
改善センター

２月 25 日㈬
西の郷、蔵本、明神松（東・西）、
三蒲中村、新屋敷、西田

２月 26 日㈭
流東、流西、中塚、前港、後港、
東浜北、東浜南

３月９日㈪
立石、皆地、赤石、中浜、迎原、
原定、久保庄、下庄、坂本、西浜

沖浦農村環境
改善センター３月 10 日㈫

川窪、中開地、天神東、明神、
追通、森添、大歳、塩田

３月 11 日㈬
浜、塩町、木原、奥田中、里、
大東、久保、家房原、割石

３月 12 日㈭
新開、松ヶ崎、金屋、唐樋
水車、砂堀、小方、五反田

大島庁舎
（３階会議室）

３月 13 日㈮
浜西、浜東、郷串、上湯所、
下湯所

３月 16 日㈪

小松中田、手崎、明新、安迫、
北一（西・中・東）、北二（西・中・
東）、笠佐、瀬戸、南一、南二、
南三

開設日 対象地区 会場

２月 16 日㈪
花田道面、平原大畑、木屋原、
久保田中郷、大元

椋野公民館

２月 17 日㈫
山下浜東１区、山下浜東２区、
山下浜西 1区、山下浜西２区、
西ヶ原

２月 27 日㈮
畑能庄、久保河内下、
久保河内上

山口県大島
防災センター

３月３日㈫

前島、向町、仲町、八幡上、
八幡下、洲崎、港町、戎町、
上本町、本町、古町、白石、
大崎、大崎２

３月４日㈬
東中津原、中瀬田、佐古、
宗光東、宗光西

３月５日㈭
新開東、新開西、丸山、流田、
庄地

３月６日㈮
東天満町、西天満町、西中津
原、上津原、山田上、山田中、
山田下、向津原、東下津原

開設日 対象地区 会場

２月 16 日㈪ 船越
白木多目的
共同利用施設

２月 17 日㈫
伊崎、外入、沖家室、地家室、
佐連

２月 18 日㈬ 油宇、馬ヶ原、黒谷
油田農村環境
改善センター

２月 19 日㈭ 情、小伊保田、雨振、伊保田

３月４日㈬ 小泊、内入

東和
総合センター

３月５日㈭ 和田

３月９日㈪ 三ヶ浦

３月 10 日㈫ 森、平野

３月 11 日㈬
小積、大積、五条、神浦、
和佐

開設日 対象地区 会場

２月 20 日㈮ 油良

日良居出張所

２月 24 日㈫ 日前浜、長浜

２月 25 日㈬ 日前郷

２月 26 日㈭ 浮島（江ノ浦・樽見）、土居

２月 27 日㈮ 庄南、庄北、大泊、原、古城

橘総合センター

３月２日㈪ 吉浦、秋

３月３日㈫ 三ツ松、源明、川間

３月 12 日㈭
安下、長天、田中、
おれんじヒルズ、真宮、正分

３月 13 日㈮ 鹿家、栄、安高

３月 16 日㈪ 塩宇、西浦、和戸

大島地区

久賀地区

税  務  申  告

各会場とも相談時間は、

午前９時３０分 ～ 午後４時まで

※日付をよくご確認のうえお越しください。

　本年の確定申告、町県民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の申告相談は次の日程で行
います。各会場の日程は、当該地区の予定申告者数により計画しています。やむを得ず他の会場で申告される人以
外は、出来るだけ指定の日に申告されるようお願いします。
　午前中は混雑する場合がございますのでお時間に余裕をもってご来場ください。
　申告についての詳しい内容は、別にお配りしています「申告案内（申告書付き）」をご覧いただくか、各会場で
相談員にご相談ください。

相談所の開設は２月 16 日 ㈪  から

▶�　申告相談所開設期間中は、税務課職員が各相談所に出向くため、税務課の窓口では最小限の職員での対
応となります。
　�　記載済申告書の受け取り、または、税務申告の説明（簡易）のみとさせていただきますので、あらかじ
めご了承ください。
▶�　18 才以上の人（収入の無い場合等）で申告の必要のない人でも、所得・課税証明書等の交付を希望さ
れる場合や国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の軽減措置を受ける場合、扶養の認定・
年金の裁定請求や免除申請をする場合等は申告が必要となります。
　�　また、介護保険施設や医療費の負担区分判定、高額療養費の計算等も申告を基にした所得の状況によっ
て決定されていますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
▶　確定申告をされる人、サラリーマンで年末調整の済んだ人などは町県民税等の申告の必要はありません。

問い合わせ　税務課　☎ 0820-74-1008

東和地区橘地区

税務課からのお願い


